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川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○川崎市とどろきアリーナ条例 ○川崎市とどろきアリーナ条例 

平成７年３月20日条例第16号 平成７年３月20日条例第16号

別表（第１０条関係） 

 

１ 施設専用利用料 

 （略） 

 

２ 設備専用利用料 

 （略） 

 

３ 冷暖房設備及び照明設備専用利用料 

 （略） 

 

４ 個人利用料 

別表（第１０条関係） 

 

１ 施設専用利用料 

 （略） 

 

２ 設備専用利用料 

 （略） 

 

３ 冷暖房設備及び照明設備専用利用料 

 （略） 

 

４ 個人利用料 

 

種別 

金額   

種別 

金額  

 午前 午後１ 午後２ 夜間   午前 午後１ 午後２ 夜間  

 
９時～12時 

０時10分～

３時10分 

３時20分～

６時20分 

６時30分～

９時30分 

  
９時～12時

０時10分～

３時10分 

３時20分～

６時20分 

６時30分～

９時30分 

 

 
サ ブ

ア リ

ーナ 

体 育

室 

研 修

室 

６歳以上18歳

未満の者（小学

校（特別支援学

校の小学部を

含む。以下同

じ。）入学前の

者を除き、18

歳以上の高校

150円 150円 150円 150円

サ ブ

ア リ

ーナ 

体 育

室 

研 修

室 

６歳以上18歳

未満の者（小学

校（特別支援学

校の小学部を

含む。以下同

じ。）入学前の

者を除き、18

歳以上の高校

150円 150円 150円 150円

参考資料
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 改正後 改正前 

生（高等学校

（中等教育学

校の後期課程

及び特別支援

学校の高等部

を含む。）に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を含む。） 

生（高等学校

（中等教育学

校の後期課程

及び特別支援

学校の高等部

を含む。）に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を含む。） 

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

種別 基本料金 超過料金   

ト レ

ー ニ

ン グ

室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生（小学校に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を除き、18歳以

上の高校生を

含む。） 

１人１回３時間まで 

150円

超過時間３０分までご

とに      25円
ト レ

ー ニ

ン グ

室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生（小学校に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を除き、18歳以

上の高校生を

含む。） 

150円 150円 150円 150円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１人１回３時間まで 

300円

超過時間３０分までご

とに      50円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

種別 金額  

体 力

測 定

室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生を除き、18

１回につき 200円

体 力

測 定

室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生を除き、18

１回につき 200円
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 改正後 改正前 

歳以上の高校

生を含む。） 

歳以上の高校

生を含む。） 

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１回につき 400円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１回につき 400円

ス ポ

ー ツ

サ ウ

ナ 

15歳以上の者

利用時間 午前９時～午後９時30分   ス ポ

ー ツ

サ ウ

ナ 

15歳以上の者

利用時間 午前９時～午後９時30分  

 

１回につき 600円 １回につき 600円
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川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○川崎市スポーツセンター条例 ○川崎市スポーツセンター条例 

昭和60年３月30日条例第21号 昭和60年３月30日条例第21号

  

川崎市スポーツセンター条例 川崎市スポーツセンター条例 

  

別表（第１２条関係） 

 

 １ 施設専用利用料 

  （略） 

 

 ２ 設備専用利用料 

  （略） 

別表（第１２条関係） 

 

 １ 施設専用利用料 

  （略） 

 

 ２ 設備専用利用料 

  （略） 

 

３ 個人利用料 ３ 個人利用料 

 

種別 

金額   

種別 

金額  

 午前 午後１ 午後２ 夜間   午前 午後１ 午後２ 夜間  

 
９時～12時 

０時10分～３時20分～６時30分～  
９時～12時

０時10分～３時20分～６時30分～ 

 ３時10分 ６時20分 ９時30分 ３時10分 ６時20分 ９時30分

大体育室 

小体育室 

第１武道室 

第２武道室 

６歳以上20

歳未満の者 

20歳以上の

学生 

100円 100円 100円 100円

大体育室 

小体育室 

トレーニン

グ室 

第１武道室

第２武道室

６歳以上20

歳未満の者

20歳以上の

学生 

100円 100円 100円 100円

20歳以上の

者（学生を

除く。） 

200円 200円 200円 200円

20歳以上の

者（学生を

除く。） 

200円 200円 200円 200円
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 改正後 改正前 

種別 基本料金 超過料金   種別 基本料金 超過料金  

 

トレーニン

グ室 

12歳以上20

歳未満の者 

（小学生を

除く。） 

20歳以上の

学生 

１人１回３時間まで 

100円 

超過時間３０分までご

とに      15円

  

温水プール

３歳以上15

歳未満の者

15歳以上の

中学生 

１人１回２時間まで 

200円

超過時間30分までごと

に 

50円

 

15歳以上の

者（中学生

を除く。）

１人１回２時間まで 

500円

超過時間30分までごと

に 

125円
 20歳以上の

者（学生を

除く。） 
１人１回３時間まで 

200円 

超過時間３０分までご

とに      30円

   

 

温水プール 

３歳以上15

歳未満の者 

15歳以上の

中学生 

１人１回２時間まで 

超過時間30分までごと

に 

   

 200円 50円

15歳以上の

者（中学生

を除く。） 

１人１回２時間まで 

超過時間30分までごと

に 

   

 500円 125円

  

 


